
松原市青色防犯パトロール車両購入及び維持管理事業補助金交付要綱  

 

（目的） 

第１条  この要綱は、子どもその他の市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推

進するため、青色回転灯を装備した車両（以下「青色防犯パトロール車両」という。）

を購入し、本市の区域内において自主防犯パトロール（以下「青色防犯パトロール」

という。）を実施する団体に対し、松原市青色防犯パトロール車両購入補助金（以下

「車両購入補助金」という。）及び松原市青色防犯パトロール車両維持管理補助金（以

下「維持管理補助金」という。）（以下これらを「補助金」という。）を交付すること

について、松原市補助金等交付規則（昭和５０年規則第６号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。  

（補助対象団体）  

第２条 補助金の交付を受けることができる団体（以下「補助対象団体」という。）は、

次に掲げる要件をすべて満たす団体のうち、市長が適当と認めるものとする。  

（１） おおむね地域住民で構成されており、大阪府警察本部から「自主防犯パト

ロールを適正に行うことができる団体であることの証明（以下「青色防犯パ

トロール適格団体証明」という。）」を受けている、又は受ける予定である団

体であること。  

（２） 活動の拠点を松原市内に置いている団体であること。  

（３） 営利活動、宗教的活動又は政治的活動を目的として活動する団体でないこ

と。 

（補助対象経費） 

第３条  車両購入補助金の交付の対象となる経費（以下「車両購入補助対象経費」と

いう。）は、青色防犯パトロールを実施するために必要な車両の購入経費とする。  

２ 維持管理補助金の交付の対象となる経費（以下「維持管理補助対象経費」という。）

は、青色防犯パトロールを実施するために直接必要な経費であって、別表に定める

ものとする。 

 （車両購入補助金の交付要件）  

第４条  車両購入補助金の交付対象となる青色防犯パトロール車両の仕様は、次に掲

げる要件を全て満たすものとする。  

 （１） 新車で白色の軽自動車であること。  

 （２）  白黒パトカー仕様の塗装をすること。 



 （３） 青色回転灯、音響設備及び自動ブレーキシステムを装備すること。 

 （車両購入補助金の額）  

第５条  車両購入補助金の額は、上限を１，６００，０００円とし、青色防犯パトロ

ール車両の購入経費が当該上限額を下回る場合は、実際の購入に要した額とする。 

２ 国、府又は公益事業を行う団体から、当該車両の購入について補助金等の交付を

受け、又は受けることができる場合は、車両購入補助対象経費から当該補助金の額

の合計を控除した額を補助対象とする。 

３ 車両購入補助金の交付は、１団体が保有することとなる車両１台分とし、当該交

付日から起算して１０年間は再度の補助金の交付を行わない。  

（維持管理補助金の額）  

第６条  維持管理補助金の額は、実際の活動に要した額とし、別表に定める経費区分

ごとに、同表に定める上限額（以下「経費区分上限」という。）を適用する。ただし、

装備品費、車両整備費及び保険料並びに駐車場賃貸料（以下「装備品費等」という。）

のいずれかに上限額に達していないものがあり、かつ、装備品費等（上限未満経費

を除く。）のいずれかにつき上限額を超えているものがある場合であって、市長がや

むを得ないと認める場合は、経費区分上限を適用せず、装備品費等の全ての合計の

上限額を３３０，０００円とする。  

２ 国、府又は公益事業を行う団体から、当該活動について補助金等の交付を受け、

又は受けることができる場合は、維持管理補助対象経費から当該補助金の額の合計

を控除した額を補助対象とする。  

（車両購入補助金の交付申請） 

第７条  車両購入補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「車両購入補助

申請団体」という。）は、松原市青色防犯パトロール車両購入補助金交付申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（１） 申請団体の役員名簿 

（２） 青色防犯パトロール適格団体証明に係る証明書の写し又は当該証明を申請  

する旨を誓約する書類  

 （３）  松原市青色防犯パトロール車両購入事業計画書（様式第２号） 

 （４）  松原市青色防犯パトロール車両購入事業予算書（様式第３号） 

 （５） 車両購入補助対象経費に係る見積書の写し  

 （６）  前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

 



（車両購入補助金の交付の決定等） 

第８条  市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

車両購入補助金を交付することが適当と認めたときは、松原市青色防犯パトロール

車両購入補助金交付決定通知書（様式第４号）により、車両購入補助金を交付する

ことが適当でないと認めたときは、松原市青色防犯パトロール車両購入補助金不交

付決定通知書（様式第５号）により車両購入補助申請団体に通知をするものとする。  

（維持管理補助金の交付申請）  

第９条 維持管理補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「維持管理補助

申請団体」という。）は、松原市青色防犯パトロール車両維持管理補助金交付申請

書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（１） 申請団体の役員名簿  

（２） 青色防犯パトロール適格団体証明に係る証明書の写し  

（３） 青色防犯パトロール車の自動車検査証の写し  

（４） 松原市青色防犯パトロール車両維持管理事業計画書（様式第７号） 

（５） 松原市青色防犯パトロール車両維持管理事業見積書（様式第８号） 

（６） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

 （維持管理補助金の交付の決定等）  

第１０条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

維持管理補助金を交付することが適当と認めたときは、松原市青色防犯パトロール

車両維持管理補助金交付決定通知書（様式第９号）により、維持管理補助金を交付

することが適当でないと認めたときは、松原市青色防犯パトロール車両維持管理補

助金不交付決定通知書（様式第１０号）により維持管理補助申請団体に通知をする

ものとする。 

（車両購入補助金の申請内容の変更及び中止等） 

第１１条  車両購入補助金の交付の決定を受けた団体は、次に掲げる場合には、市長

の承認を受けなければならない。  

 （１）  車両購入補助事業（第７条第１項第３号の松原市青色防犯パトロール車両

購入事業計画書に記載された事業をいう。以下同じ。）の内容の変更（市長が

認める軽微な変更を除く。）をしようとする場合  

（２） 車両購入補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合  

 



（状況報告） 

第１２条  車両購入補助金の交付の決定を受けた団体は、車両購入補助事業の遂行が

困難となった場合は、その旨を市長に報告し、その指示に従わなければならない。  

（車両購入補助金の実績報告書） 

第１３条  車両購入補助金の交付の決定を受けた団体は、当該交付の決定を受けた年

度の末日までに、松原市青色防犯パトロール車両購入事業実績報告書 (様式第１１

号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（１） 青色防犯パトロール車両の購入に係る全ての請求書及び領収書の写し 

 （２） 松原市青色防犯パトロール車両購入事業決算書（様式第１２号） 

 （３）  青色防犯パトロール適格団体証明に係る証明書の写し（交付申請の際に提

出していなかった場合に限る。） 

 （４）  「自主防犯活動用自動車」の記載がある青色防犯パトロール車両の自動車

検査証の写し  

 （５） 大阪府より交付された青色防犯パトロール実施者証の所持者名簿 

 （６） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

 （維持管理補助金の実績報告書）  

第１４条  維持管理補助金を申請する団体は、年度の末日までに、松原市青色防犯パ

トロール車両維持管理事業実績報告書（様式第１３号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。  

（１）  松原市青色防犯パトロール車両維持管理事業決算書（様式第１４号） 

（２）  松原市青色防犯パトロール車両維持管理事業月報（様式第１５号）  

（３）  維持管理補助対象経費に係る領収書等の写し  

（４）  その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付の請求）  

第１５条  車両購入補助金又は維持管理補助金の交付の決定を受けた団体（以下「補

助団体」という。）は、補助金を請求するときは、市長が指定する日までに、市長が

別に定める請求書によって行わなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条  市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１） 補助団体が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２） 補助団体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要  



綱に違反したとき。  

（３）  補助団体が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は松原市暴力団排除条例（平

成２４年条例第３６号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であるこ

とが判明したとき。  

 （４）  前各号に掲げるもののほか、市長が補助を行うことにつき適当でないと認

めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により決定の取消しを行う場合は、松原市青色防犯パトロー

ル車両購入・維持管理補助金交付決定取消通知書（様式第１６号）により通知する

ものとする。 

（補助金の返還）  

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

（財産の管理等）  

第１８条 車両購入補助金の交付を受けた団体（以下「車両購入補助団体」という。）

は、車両購入補助対象経費により取得した財産（以下「取得財産」という。）につい

ては車両購入補助金の交付後においても善良な管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならない。 

（財産の処分の制限）  

第１９条  車両購入補助団体は、取得財産を市長の承認を受けないで、車両購入補助

金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。ただし、車両購入補助団体が車両購入補助金の全部に相当する額を市

に納付した場合又は車両購入補助金の交付を受けてから５年を経過した場合は、こ

の限りではない。  

２ 市長は、やむを得ない事情があることを認め、前項の承認を行う場合において、

当該承認を行った財産の処分により車両購入補助団体に収入があり、又はあると見

込まれるときは、特に勘案すべき事情がある場合を除き、当該収入を市に納付させ

るものとする。 

（書類の保管等） 

第２０条  車両購入補助団体は、車両購入補助金に係る収支の状況を明らかにした帳

簿及び証拠書類を整備し、かつ、それらの帳簿及び書類を当該補助金の交付を受け

た年度の翌年度から起算して１０年間保管しなければならない。  



２ 車両購入補助団体は、車両購入補助事業に係る活動に関し、車両購入補助金の交

付を受けた年度から起算して５年間、松原市青色防犯パトロール車両維持管理月報

を毎年３月末日までに市長に提出しなければならない。なお、当該団体が維持管理

補助金の実績報告をしている場合は、重ねて提出することを要さない。 

（実施の細目） 

第２１条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

定める。 

 

附 則  

 この要綱は、平成３１年４月１日より実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から実施し、改正後の松原市青色防犯パトロール車

両購入及び維持管理事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に申請された補助金の交

付について適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条、第６条関係） 

経費区分  内容  上限額  

燃料費  ガソリン代  なし  

装備品費  ドライブレコーダー  

（購入費、取付工賃及び記録媒

体を含む）  

３０，０００円を上限  

その他青色防犯パトロール活

動に必要な物品  

車両整備費  車両の整備及び修繕並びに車

検代、重量税、自賠責保険等の

経費  

２００，０００円を上限  

保険料  任意保険代  

駐車場賃貸料  車両に関する駐車場賃貸料  １００，０００円を上限  

 

 


